
（報道発表資料）                                          平成２６年３月７日 

 

八女市  

西日本電信電話（株） 福岡支店 

 

 

災害時における「特設公衆電話の設置・利用に関する協定」の締結について 

 

 

 八女市（市長：三田村 統之）と西日本電信電話（株）福岡支店（支店長：玉村 知史）は特設公衆電

話※の事前設置と利用について、協定書を締結し、順次、設置を進めていきます。 

 報道各社様におかれましては是非、取材にお越しくださいますようお願い申し上げます。 

避難住民に対する迅速かつ確実な通信手段の早期提供を図るため、自治体が管理する避難所等へ設置される事前設置型の公衆電話 

 

 

記 

 

１．概 要    

大規模災害時等による避難所開設時に避難された方々に対し、速やかに通信手段の提供ができ

るよう、避難所に特設公衆電話回線の事前設置を推進します。 

 

２．調印式     

 日  時    平成２６年３月１９日（水）  １４時００分～ 

場  所    八女市役所 ２０４会議室 

    住所：福岡県八女市本町６４７ 

出席者   八女市 市長 三田村 統之 

西日本電信電話（株） 取締役 福岡支店長 玉村 知史 

式次第    （１）開会の辞 

（２）協定書の調印 

（３）挨拶     

八女市 市長 三田村 統之 

西日本電信電話（株） 取締役 福岡支店長 玉村 知史 

（４）記念撮影 

（５）閉会の辞 

 

３．開始時期      

平成２６年３月２０日以降、準備が整い次第開始 

 

 

 



４．特設公衆電話の設置場所及び回線数 

  避難場所３１か所、３２回線 

ＮＯ 避 難 場 所 回 線

数 

所 在 地 

1 長峰小学校屋内運動場 1 八女市吉田 654 番地 1 

2 八女市総合体育館 2 八女市馬場 434 番地 

3 三河小学校屋内運動場 1 八女市酒井田 486 番地１ 

4 西公民館 1 八女市新庄 385 番地 

5 東公民館 1 八女市山内 389 番地 5 

6 忠見小学校屋内運動場 1 八女市忠見 980 番地 

7 岡山小学校屋内運動場 1 八女市鵜池 302 番地 

8 黒木総合支所大会議室 1 八女市黒木町今 1314 番地１ 

9 豊岡コミュニティセンター 1 八女市黒木町本分 1590 番地２ 

10 串毛コミュニティセンター 1 八女市黒木町土窪 1419 番地１ 

11 木屋農村環境改善センター 1 八女市黒木町北木屋 2351 番地 

12 笠原集会所 1 八女市黒木町笠原 7552 番地１ 

13 大淵小学校 屋内運動場 1 八女市黒木町大淵 3998 番地 

14 笠原東交流センター 1 八女市黒木町笠原 9836 番地１ 

15 椿原公民館 1 八女市黒木笠原 6959-1 

16 左上手公民館 1 八女市黒木笠原 8060 

17 八女市立花市民センター 1 八女市立花町原島 108 番地１ 

18 八女市北山コミュニティセンター 1 八女市立花町北山 2692 番地 

19 八女市白木コミュニティセンター 1 八女市立花町白木 5583 番地１ 

20 八女市辺春コミュニティセンター 1 八女市立花町上辺春 294 番地２ 

21 上陽公民館 1 八女市上陽町北川内 547 番地１ 

22 八女市研修センター 1 八女市上陽町上横山 4906 番地１ 

23 農村婦人の家 1 八女市上陽町久木原 1928 番地１ 

24 八女市矢部公民館 1 八女市矢部村北矢部 10528 番地 

25 八女市矢部高齢者生活福祉センター 1 八女市矢部村矢部字 4058 番地 1 

26 星野行政福祉センター（星野支所） 1 八女市星野村 13102 番地１ 

27 星野総合体育館 1 八女市星野村 9564 番地 

28 星野中学校屋内運動場 1 八女市星野村 9510 番地 4 

29 小野地域交流センターけやき体育館 1 八女市星野村 2654 番地 3 

30 椋谷（ムクダニ）地域交流センター 1 八女市星野村 6294 番地１ 

31 上郷地域交流センター講堂 1 八女市星野村 15880 番地 

 

５．特設公衆電話の開設 

    開設にあたっては、被災状況等を考慮して八女市と西日本電信電話（株）福岡支店が協議して決

定します。開設されない場合もありますのでご注意ください。 



 

６．特設公衆電話の利用方法      

 特設公衆電話の開設後、避難された方々は、無料でご利用いただけます。 

  注１：利用開始にあたっては、八女市から西日本電信電話（株）福岡支店が連絡を受けた後となります。 

    注２：特設公衆電話は発信専用となります。着信用として利用することはできませんのでご注意ください。 

       

７．その他 

   西日本電信電話（株）福岡支店では、今後、県内の各市町村への特設公衆電話事前設置に向けた

取組みを進めてまいります。 

 

 

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。最新の情報と内容が異なる場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。 

 


